
 

（別添５） 

シニアワークプログラム委託費対象経費 

 

委託事業で措置する経費は、以下のものが想定できる。 

なお、以下に記載のない経費であっても仕様書の範囲において、本事業の目

標達成のために必要と判断できる経費については計上して差し支えないが、認

められない可能性もあるので留意すること。 

 

経   費 算 定 基 準 

１ 管理費 

 

 

（１）人件費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の基準に留意するとともに、委託費全体に占

める管理費の割合を３割以内とすること。 

 

 人件費は、次のア及びイに掲げるものとし、委託

費の総額の２割を上限とする。 

 

ア 賃金・謝金及び諸手当（退職給付引当金を除く） 

管理責任者、シニアワークプログラム事業推進

員及びシニアワークプログラム事業推進補助員の

配置に係る経費 

※ 管理責任者とシニアワークプログラム事業推

進員の兼務は可能とする。 

 

イ 諸税及び負担金 

社会保険料及び労働保険料事業主負担分（法定

額） 

(ｱ) 健康保険料   料率 0.05 

(ｲ) 介護保険料   料率 0.00775 

(ｳ) 厚生年金保険料 

25 年 9 月まで 6 月分 料率 0.08383 

     25 年 10 月から 6 月分 料率 0.08560 

(ｴ) 厚生年金基金保険料 

(ｵ) 児童手当拠出金 料率 0.0015 

(ｶ) 雇用保険料   料率 0.0085 

(ｷ) 労災保険料   料率 0.0045 

(ｸ) 石綿救済法に基づく 

一般拠出金  料率 0.00005 

  



 

 

（２）管理諸費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ア 消耗品費 

   事務用諸用紙等の購入経費として、事務量に

応じて算定する。 

 イ 通信運搬費 

  (ｱ) 電話料 業務量に応じて算定する。 

  (ｲ) ＦＡＸ料 業務量に応じて算定する。 

  (ｳ) 郵便料 業務量に応じて算定する。 

 ウ 光熱水料 

   使用見込みを算定する。 

 エ 借料及び損料 

(ｱ) 複写機 業務量に応じて台数を設置して

算定する。 

(ｲ) ＦＡＸ 業務量に応じて台数を設置して

算定する。 

(ｳ) 電話機 業務量に応じて台数を設置して

算定する。 

(ｴ) 事務用品 業務量に応じて台数を設置し

て算定する。 

カ 土地建物借料 

  (ｱ) 事務所借料 必要に応じて算定する。 

  (ｲ) 共益費 必要に応じて算定する。 

 

ア 雇用・就業機会確保推進員の配置に係る経費 

１人あたり日給 8,890 円以内とするよう努め  

ること。 

※ 上記単価には通勤手当相当を含む。 

※ 配置人数については、講習定員 153 人あた

り１人/年度の配置を想定しているので、過大

とならないように留意すること。講習定員が

153 人に満たない場合は、必要な時期のみ配置

することも可能であること。 

  また、仕様書Ⅲ４（１０）①において、達

成すべき技能講習開始者数を示しているが、計

画する講習定員が当該技能講習開始者数を上

回る場合は、技能講習開始者数÷153 人を大幅

に超過しないよう留意すること。 

  例えば、技能講習開始者数が 500 人の場合、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習定員を 550 人で設定することも可能であ

るが、雇用・就業機会確保推進員の配置人数は

500 人÷153 人≒3.3 人/年度を大幅に超過しな

いように留意すること。 

 

※ 従事時間が１日に満たない場合は、適正な

時間単価を設定すること。 

※ 時間外手当が生じる場合は、日給 8,890 円

を超えて委託費の対象として差し支えないが、

日給 8,890 円を基に適正な単価を設定するこ

と。 

   

イ 技能講習運営員の配置に係る経費 

１人あたり日給 8,890 円以内とするよう努め

ること。 

※ 上記単価には通勤手当相当を含む。 

※ 配置人数については、講習定員 45 人あたり

１人/年度の配置を想定しているので、過大と

ならないように留意すること。講習定員が 45

人に満たない場合は、必要な時期のみ配置する

ことも可能であること。 

また、仕様書Ⅲ４（１０）①において、達成

すべき技能講習開始者数を示しているが、計画

する講習定員が当該技能講習開始者数を上回

る場合は、技能講習開始者数÷45 人を大幅に

超過しないよう留意すること。 

例えば、技能講習開始者数が 500 人の場合、

講習定員を 550 人で設定することも可能であ

るが、雇用・就業機会確保推進員の配置人数は

500 人÷45 人≒11.1 人/年度を大幅に超過しな

いように留意すること。 

※ 従事時間が１日に満たない場合は、適正な

時間単価を設定すること。 

※ 時間外手当が生じる場合は、日給 8,890 円

を超えて委託費の対象として差し支えないが、

日給 8,890 円を基に適正な単価を設定するこ

と。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「ア 雇用・就業機会確保推進員」及び「イ 

技能講習運営員」の兼務は可能とする。 

 

ウ 社会保険料及び労働保険料事業主負担分（法 

定額） 

※ 「１ 管理費（１）イ 諸税及び負担金」に

規定する社会保険料及び労働保険料事業主負

担分と同様 

 

エ 連絡旅費 

(ｱ) 職業安定機関との連絡調整費 

(ｲ) 中央指導事業受託者が開催する指導会議 

への出席旅費 

  

オ 事業主団体等に対する高年齢者活用の啓発 

(ｱ) 啓発活動旅費 

(ｲ) 啓発用リーフレット作成・発送費 

(ｳ) 高年齢者活用のための講習会開催費 

  ・会場借料 

  ・講習会資料 

  ・会議費 

 

カ 企業・高年齢者のニーズ把握及び求人・求職

者に対する地域ＳＰ事業の周知・広報 

(ｱ) 企業・高年齢者のニーズ把握のためのアン

ケート調査費 

(ｲ) 地域ＳＰ事業（技能講習案内等）リーフレ

ット作成費   

(ｳ) 技能講習広告費 

(ｴ) 求人票作成費 

(ｵ) 求人情報誌作成費 

(ｶ) その他雇用・就業情報資料作成費 

 

 キ 導入支援の実施 

(ｱ) 受講申込書作成費 

(ｲ) 安全対策リーフレット作成費 

(ｳ) その他必要な資料の作成費 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 消費税 

 

 ク 技能講習事業 

(ｱ) 事前検討会開催費 

  ・会議費 

  ・会議資料等印刷・購入費 

  ・協力事業主団体に対する謝金及び旅費 

(ｲ) 受講説明会開催費 

  ・職員、委員等旅費 

  ・会場借料 

  ・説明会資料印刷、購入費 

(ｳ) 講習実施費 

  ・講師謝金 

  ・講師旅費 

  ・職員・委員等旅費 

  ・会場借料 

  ・教材作成・購入費 

  ・実技器具借料 

  ・傷害保険料（※安全衛生として傷害保険 

  が必要な場合のみ） 

    ・職場体験実施協力金（職場体験を実施し

た場合の、職場体験受入事業所に対する講

師謝金、材料費、実技器具借料等） 

  (ｴ) 受講者アンケートの実施経費 

    ・アンケートの印刷費 

 

ケ ハローワークが開催する管理選考への協力 

(ｱ) 管理選考の協力に必要な経費 

  ・求人開拓旅費 

  ・資料作成・印刷費 

  ・職員・委員等旅費 

  ・会場借料       

    ・協力事業主団体に対する謝金及び旅費 

(ｲ) 追跡調査費 

  ・通信運搬費 

  ・印刷費 

 

（消費税の課税事業者の場合） 

 管理費及び事業費について、消費税抜きの額を計

上したうえで、管理費と事業費の合計に５％を乗じ



 

た額を計上すること。ただし、小数点以下の端数に

ついては、切り捨てること。 

 

（消費税の非課税事業者の場合） 

管理費及び事業費について、消費税込みの金額を

計上すること。 

 


